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令
和
５
年
６
月
２
日
、
戸
籍
法
の
一
部
改
正
を
含
む
「
行
政
手
続
き
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
同
月
９
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
氏
名
の
振
り
仮
名
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
の
改
正
法
の
施
行
に
よ
り
、
新
た
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
改
正
法
は
令
和
７
年
５
月
26
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
氏
名
の
振
り
仮
名
が
公
証
さ
れ
、
官
民
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
本
人
確
認
資
料
と
し
て
利
用
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
予
定
の
振
り
仮

名
の
通
知
（
令
和
７
年
５
月
26
日
以

降
、
順
次
送
付
予
定
）

　

令
和
７
年
５
月
26
日
時
点
の
情
報
を

基
に
、
住
民
票
に
便
宜
上
登
録
さ
れ
て
い

る
振
り
仮
名
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
戸

籍
に
記
載
さ
れ
る
予
定
の
振
り
仮
名
を

通
知
し
ま
す
。
通
知
書
は
、
原
則
と
し

て
筆
頭
者
宛
に
本
籍
地
の
市
区
町
村
か

ら
送
付
し
ま
す
。
通
知
は
圧
着
ハ
ガ
キ
に

よ
り
戸
籍
単
位
で
郵
送
し
、
戸
籍
内
で

同
じ
住
所
の
方
は
１
通
に
つ
き
４
人
ま
で

記
載
さ
れ
ま
す
。
戸
籍
内
で
別
住
所
の

方
は
住
所
地
ご
と
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
記
載

さ
れ
る
ま
で
の
流
れ

　
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
記
載
さ
れ
た

氏
や
名
の
振
り
仮
名
を
必
ず
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
特
に
「
ャ
・
ュ
・
ョ
・
ッ
」

な
ど
の
小
文
字
が
大
文
字
に
な
っ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
籍
が
敦
賀
市
の
方
へ
は
、
８
月
に

通
知
書
の
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

市
区
町
村
長
に
よ
る
氏
や
名
の
振
り

仮
名
の
記
載

　
届
出
期
間
内
（
令
和
７
年
５
月
26
日

か
ら
令
和
８
年
５
月
25
日
ま
で
）
に
届

出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
通
知
し
た
氏

や
名
の
振
り
仮
名
を
戸
籍
に
記
載
し
ま

す
。
こ
の
場
合
、
１
回
に
限
り
氏
や
名

の
振
り
仮
名
の
変
更
の
届
出
が
で
き
ま

す
。（
既
に
届
出
を
し
た
氏
や
名
の
振
り

仮
名
を
変
更
す
る
場
合
は
、
家
庭
裁
判

所
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

住
民
票
に
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ

な
く
な
り
ま
す

　

現
在
、
敦
賀
市
の
住
民
票
な
ど
に
は

任
意
の
フ
リ
ガ
ナ
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

（
外
国
人
の
方
を
除
く
。）
が
、
令
和

７
年
５
月
26
日
以
降
は
記
載
さ
れ
な
く

な
り
ま
す
。
振
り
仮
名
の
届
出
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
届
け
出
た
氏
名
の
振
り

仮
名
が
住
民
票
に
も
記
載
さ
れ
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

氏
名
の
振
り
仮
名
の
届
出

　

令
和
７
年
５
月
26
日
か
ら
令
和
８
年

５
月
25
日
（
施
行
日
か
ら
１
年
以
内
）

に
限
り
、
氏
名
の
振
り
仮
名
の
届
出
が

可
能
と
な
り
ま
す
。
届
出
が
受
理
さ
れ

る
と
戸
籍
や
住
民
票
な
ど
に
早
期
に
振

り
仮
名
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

※
下
記「
振
り
仮
名
の
届
出
の
方
法
」参
照

　

届
出
不
要
で
す
。
令
和
８
年
５
月
26

日
以
降
に
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
振

り
仮
名
が
戸
籍
に
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
振
り
仮
名
が
記
載
さ

れ
た
戸
籍
証
明
書
や
住
民
票
の
写
し
を

早
期
に
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は

届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼ 

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

振
り
仮
名
が
、
使
用
し
て
い

る
振
り
仮
名
と
同
じ
場
合

正しい場合は、届出をしな
くても令和８年５月26日以
降に通知のとおり戸籍に記
載されるから安心だよ！

　
な
お
、
令
和
７
年
５
月
26
日
以
降
に
、

出
生
届
や
帰
化
届
な
ど
に
よ
り
初
め
て

戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
方
は
、
そ
の
届
出

時
に
併
せ
て
氏
名
の
振
り
仮
名
を
届
け

出
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
必
ず
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届

出
を
し
な
い
と
誤
っ
た
振
り
仮
名
の
ま
ま

戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
通
知
書
を
よ

く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
非
常
に
多
く
の
お
問
い
合
わ
せ
や
届
出

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
市
役
所
に
臨
時

窓
口
を
設
け
る
予
定
で
す
。

※�

詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
氏
名

の
振
り
仮
名
の
届
出
に
手
数
料
は
か
か

り
ま
せ
ん
。
ま
た
届
出
を
し
な
く
て
も

罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼ 

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
振

り
仮
名
が
、
使
用
し
て
い
る
振

り
仮
名
と
異
な
る
場
合

誤っている場合は、必ず令

和８年５月２５日までに

届出をしてください !

敦賀市振り仮名専用ダイヤル（ナビダイヤル）
☎０５７０－０１１１６１

【氏の振り仮名の届】

　原則として戸籍の筆頭者（筆頭者が除籍されている場合
にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子）
【名の振り仮名の届】

本人（15歳未満の方は原則として親権者などの法定代理人）

届出をすることができる方

届出の方法

〇住所地または本籍地の市区町村の窓口や郵送
〇�マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを
利用してオンラインでも可能です。

振り仮名の届出の方法

氏名の振り仮名の届出は氏名の振り仮名の届出は
令和７年５月 26 日から令和７年５月 26 日から
できるようになります。できるようになります。

マイナポータルからオンライン届出も可能

戸籍に記載する予定の
振り仮名の通知書が届きます

戸
籍
に

戸
籍
に

氏
名
の
振
り
仮
名
が

氏
名
の
振
り
仮
名
が

記
載
さ
れ
る

記
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
！

よ
う
に
な
り
ま
す
！
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